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条  例  案  の  概  要 

議案第９２号 幸手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例  

１ 内  容 

期末手当の支給割合の改定   

年間支給割合を０．０５月引上げ 

（単位：月） 

 
年度 

期末手当支給割合 

６月期 １２月期 年間計 

【現 行】 令和７年度 2.30 2.30 4.60 

【改定後①】 令和７年度 2.30 2.35 4.65 

【改定後②】 令和８年度以降 2.325 2.325 4.65 

（第１条及び第２条中第５条関係） 

２ 施行期日等 

(1) 上記１内容【改定後①】について  

公布の日（令和７年１２月１日から適用） 

(2)  上記１内容【改定後②】について  

令和８年４月１日 

議案第９３号 幸手市市長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

１ 内  容 

期末手当の支給割合の改定   

年間支給割合を０．０５月引上げ 

（単位：月） 

 
年度 

期末手当支給割合 

６月期 １２月期 年間計 

【現 行】 令和７年度 2.30 2.30 4.60 

【改定後①】 令和７年度 2.30 2.35 4.65 

【改定後②】 令和８年度以降 2.325 2.325 4.65 

（第１条及び第２条中第５条関係） 
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２ 施行期日等 

(1) 上記１内容【改定後①】について  

公布の日（令和７年１２月１日から適用） 

(2) 上記１内容【改定後②】について  

令和８年４月１日 

 

議案第９４号 幸手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

１ 内  容 

(1) 給料表の改定                   

給料月額を８，３００円から１３，６００円までの間で引上げ 

（第１条中別表第１関係） 

  (2) 期末手当の支給割合の改定 

     年間支給割合を０．０２５月引上げ 

（単位：月） 

 
年度 

期末手当支給割合 

６月期 １２月期 年間計 

【現 行】 令和７年度 1.25 

(0.70) 

1.25 

(0.70) 

2.50 

(1.40) 

【改定後①】 令和７年度 1.25 

(0.70) 

1.275 

(0.725) 

2.525 

(1.425) 

【改定後②】 令和８年度以降 1.2625 

(0.7125) 

1.2625 

(0.7125) 

2.525 

(1.425) 

※ 表中（）内は定年前再任用短時間勤務職員の支給割合 

（第１条及び第２条中第１７条の４関係） 

 

(3) 勤勉手当の支給割合の改定 

年間支給割合を０．０２５月引上げ 
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（単位：月） 

 
年度 

勤勉手当支給割合 

６月期 １２月期 年間計 

【現 行】 令和７年度 1.05 

(0.50) 

1.05 

(0.50) 

2.10 

(1.00) 

【改定後①】 令和７年度 1.05 

(0.50) 

1.075 

(0.525) 

2.125 

(1.025) 

【改定後②】 令和８年度以降 1.0625 

(0.5125) 

1.0625 

(0.5125) 

2.125 

(1.025) 

※ 表中（）内は定年前再任用短時間勤務職員の支給割合 

（第１条及び第２条中第１７条の７関係） 

   （参考） 

期末手当・勤勉手当支給割合  （単位：月） 

 期末手当 勤勉手当 年間計 

改定前 2.50 

（1.40） 

2.10 

（1.00） 

4.60 

（2.40） 

改定後 2.525 

(1.425) 

2.125 

(1.025) 

4.65 

（2.45） 

      ※ 表中（）内は定年前再任用短時間勤務職員の支給割合 

 (4) 通勤手当の改定及び新設 

ア 自動車等の使用距離片道１０㎞以上について、距離区分に応じ、  

２００円から７，１００円までの間で引上げ 

（第１条中第１０条関係） 

イ 「１００㎞以上 ６６，４００円」を上限とする新たな距離区分

（５㎞刻み）を新設（現行の距離区分 上限「６０㎞以上」） 

ウ １か月当たり５，０００円を上限とする駐車場等の利用に対する

通勤手当を新設 

（第２条中第１０条関係） 

(5) その他所要の改正 
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２ 施行期日等 

(1) 上記１内容(1)、(2) 【改定後①】、(3)【改定後①】、(4)ア及び

(5)について  

公布の日（令和７年４月１日から適用） 

(2) 上記１内容(2)【改定後②】及び(3)【改定後②】並びに(4)イ及 

びウについて  

令和８年４月１日 

 

議案第９５号 幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を

改正する条例  

１ 内  容 

(1) 特定任期付職員の給料月額の改定            

＜１号給＞ ３９２，０００円 → ４０５，０００円 

＜２号給＞ ４４０，０００円 → ４５５，０００円 

＜３号給＞ ４９２，０００円 → ５０８，０００円 

＜４号給＞ ５５５，０００円 → ５７４，０００円 

＜５号給＞ ６３４，０００円 → ６５５，０００円 

（第７条関係） 

 (2) 特定業務等従事任期付職員の給料月額の改定     

＜１級＞  ２０７，４００円 → ２１９，４００円 

＜２級＞   ２２５，６００円 → ２３７，６００円 

＜３級＞   ２６５，３００円 → ２７６，３００円 

＜４級＞   ２９８，８００円 → ３０９，８００円 

＜５級＞   ３２１，３００円 → ３３２，６００円 

（第８条関係） 

 

２ 施行期日等     

公布の日（令和７年４月１日から適用） 
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議案第９６号 幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例 

１ 内  容 

(1) 給料表の改定                    

給料月額を１０，１００円から１２，３００円までの間で引上げ 

（別表第１関係） 

  (2) 引用条項の整理 

  駐車場等の利用に対する費用弁償の引用条項を追加するもの 

（第２２条関係） 

２ 施行期日等 

(1) 上記１内容(1)について  

公布の日（令和７年４月１日から適用） 

 (2) 上記１内容(2)について 

    令和８年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


